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総会（第１１回）議事録

１ 開催日時 令和８年２月２６日（木）１４時００分～１５時５５分（議案審議）

２ 開催場所 市コミセン 第３・第４会議室

３ 出席委員（３４名）

○農業委員（１７名）

会長 １５番 川本 康代

1番 浅井 和巳 ２番 城山 正巳 ３番 原口かよ子 ４番 山口 明美

５番 田川 康浩 ６番 渡邉 重徳 7番 一瀬 晃 ８番 福田 文夫

１０番 朝長 洋市 １１番 田添 利弘 １３番 渡邊 和秋 １４番 冨岡 勝真

１６番 山田 武人 １７番 岩﨑 義秀 １８番 児玉 賢治 １９番 梶原 茂

○農地利用最適化推進委員（１７名）

１番 岩﨑 照美 ２番 松尾 慎二 ３番 小野 重幸 ６番 富浦 春男

７番 林 敏弘 ８番 藤本 雅彦 ９番 山浦 弘之 １０番 山上 傳

１１番 井本 忠之 １２番 井川 春彦 １３番 久保 和幸 １４番 瀬戸口裕子

１５番 森 良広 １６番 野田 善則 １７番 山本 治義 １８番 小川 良一

１９番 山口 周次

４ 欠席委員（４名）

○農業委員（２名）

９番 川副 博司 １２番 開田 陽子

○農地利用最適化推進委員（２名）

４番 小川 國治 ５番 笠寺 幸雄

５ 議 題 報告第１号 農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件

報告第２号 農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の件

報告第３号 農地法第５条の規定による許可処分の取消願の件

第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の件

第２号議案 農地法第４条の規定による許可申請の件

第３号議案 農地法第５条の規定による許可申請の件

第４号議案 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件

第５号議案 非農地証明願の件

第６号議案 農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画作成の件

６ 事 務 局 局長 長石 弘顕

課長補佐 前田 哲弘、係長 一瀬 芙美香、主任 坂上 正信、

職員 梶原 良太、髙栁 佳祐

１ 開会

○事務局

ただいまから「令和７年度第１１回農業委員会定例総会」を開会いたします。
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それでは、総会の開会にあたり、川本康代農業委員会会長がご挨拶申し上げます。

２ 会長挨拶

○会長

＜会長挨拶＞

３ 総会成立の報告

○議長

それでは、総会の定足数について、事務局から報告をお願いします。

○事務局

出席委員は、定足数に達しております。

本日の欠席委員は、９番川副博司農業委員、１２番開田陽子農業委員、４番小川國治推進

委員及び５番笠寺幸雄推進委員から欠席の届けがあります。

１３番久保和幸推進委員から遅刻の届出があります。

４ 議事録署名人指名

○議長

次に、本日の議事録署名人を、５番田川康浩農業委員、１６番山田武人農業委員にお願い

します。

５ 議事

○議長

それでは、お手元の議案書を基に議案の審議に入ります。なお、議事の円滑な進行にご協

力をお願いします。議案書をお開きください。

１ページ。報告第１号「農地法第１８条第６項（合意解約）の規定による通知報告の件」

を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

1番鈴田、中里町の農地、地目原野及び畑、合計面積４，３７７㎡です。契約者は、記載

のとおりです。本件は、１１ページの促進計画３番と関連があります。

２番西大村、古賀島町の農地、地目畑、面積４，６１６㎡の内２，５００㎡です。契約者

は、記載のとおりです。本件は、１３ページの促進計画１１番と関連があります。

３番萱瀬、荒瀬町の農地、地目田、合計面積７，５８０㎡です。契約者は、記載のとおり

です。本件は、１３ページの促進計画１２番と関連があります。

４番竹松、大川田町の農地、地目畑、面積５０５㎡です。契約者は、記載のとおりです。

本件は、８ページの５条許可申請１２番と関連があります。

以上です。
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○議長

報告第１号について、ご質問等ありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

報告第１号を終わります。

次に、２ページ。報告第２号「農地中間管理事業による農用地利用配分計画の合意解約の

件」を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

1番鈴田、陰平町の農地、地目田、面積２，３０４㎡です。契約者は、記載のとおりで

す。解約理由は、双方合意によるものです。本件は、１１ページの促進計画２番と関連があ

ります。

２番萱瀬、荒瀬町の農地、地目田、合計面積７，５８０㎡です。契約者は、記載のとおり

です。本件は、１３ページの促進計画１２番と関連があります。

以上です。

○議長

それでは、報告第２号について、ご意見等ありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

報告第２号を終わります。

次に、３ページ。報告第３号「農地法第５条の規定による許可処分の取消願の件」を議題

とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番竹松、富の原の農地、地目畑、合計面積１，８６６㎡。申請者は、記載のとおりです。

本件は、譲受人が経営する鉄工所の資材置場を整備して賃貸する計画で令和８年１月１５

日付けで転用許可を得たものですが、記載の取消理由により、許可処分の取消願が申請され

たものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。

報告しました件については、７ページの５条許可申請８番及び９番で改めて申請されてい

るため、取消の申請が適当であると判断し、農業委員会会長専決により県あてに進達を行い、

令和８年２月２０日付で取消承認されたことを報告します。

○議長

それでは、報告第３号について、ご意見等ありませんか。

＜質疑なし＞
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○議長

報告第３号を終わります。

次に、４ページ。第１号議案「農地法第3条の規定による許可申請の件」を議題としま

す。事務局から説明をお願いします。

○事務局

1番西大村、上諏訪町の農地、地目田、合計面積３，８０５㎡。譲渡人及び譲受人は記載

のとおりです。

本件は、規模拡大のため、農地を売買によって取得するものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農用地内の農地です。

○議長

それでは、1番について、西大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○西大村地区委員

先日23日に、地区の委員3名で、現地を確認に行きました。

譲受人は、以前から、水田の作付けをなされておりました。

地区は、先ほど説明がありましたように、山田地区の基盤整備の中ですね。大上戸川の両

脇になっております。

現在も適正に作付けされておりますし、譲受人も農業をされるということでございますの

で、特に問題はないと思います。

皆さんのご審議、よろしくお願いします。

○議長

1番西大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番西大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、1番西大村は許可することとします。

次に、２番萱瀬を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局
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２番萱瀬、荒瀬町の農地、地目田、面積５７６㎡。譲渡人及び譲受人は記載のとおりで

す。

本件は、以前から譲受人が耕作していた農地を、売買によって取得するものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農用地内の農地です。

○議長

それでは、２番について、萱瀬地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○萱瀬地区委員

ここは、説明があったとおり広域基盤整備の所でございまして。この面積の所は、希少耕

作者の所を集めた所でありまして、それをこの譲受人が10年ほど前から耕作されていて、

売買によって譲り受けるというようなことになっております。

もう以前から、耕作をされていましたので、何ら問題はないと思っておりますので。ひと

つ、皆さん方のご審議を、よろしくお願いしたいと思います。

○議長

２番萱瀬について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

２番萱瀬について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、２番萱瀬は許可することとします。

次に、３番竹松を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

３番竹松、黒丸町の農地、地目畑、面積３０５㎡。譲渡人及び譲受人は記載のとおりで

す。

本件は、入居者のリハビリ訓練として農作業を行うための農地を、売買によって取得する

ものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。都市計画区域内、農振外の第３種農地で

す。

○議長

それでは、３番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。
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○竹松地区委員

今、事務局からお話があったとおりですけども。

ここを借りてリハビリの農作業をするということだったので、原形等々も、何も変わりは

しません。

現地確認した時には、玉ねぎと、エンドウ豆の作付けが行われていた状態です。

何ら問題ないと思って、見て参りました。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

○議長

３番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

○委員

本来は、譲受人も農業者でなければならないと思うんですけれども。こういう風な社会福

祉法人で、色々な障害者等の就労支援のために使う農地については、許可できるということ

になるんですか。

○事務局

今回、初めての件ではなく、過去も、社会福祉法人とか、今回の障害施設を営む一般社団

法人、こういったところに利用権とか売買の許可が、この大村でも出されている事案でござ

います。

法の趣旨から、入所者の作業・訓練のための農地の取得・貸借は法律上許されている、と

いうところでございます。

あと、このごろは、農福連携。就労者となるための技術取得のための訓練場ということで、

全国的には、農地の貸借等が広がっているということを伺っております。

○議長

他に何か、皆様からご意見ご質問ありませんか。

それでは、お諮りします。

３番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、３番竹松は許可することとします。

次に、４番福重を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

４番福重、皆同町の農地、地目田、面積３，５１７㎡。譲渡人及び譲受人は記載のとおり
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です。

本件は、規模拡大のため、農地を売買によって取得するものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農用地内の農地です。

○議長

それでは、４番について、福重地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○福重地区委員

ここは、先ほど事務局からあったように、基盤整備の一部でございます。

譲渡人と譲受人がご親戚関係でございまして、譲渡人のご両親が、もう亡くなったもので

すから、身内である譲受人が購入という形になっております。

皆さん、よろしくお願いします。

○議長

４番福重について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

４番福重について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、４番福重は許可することとします。

次に、５ページ。第２号議案「農地法第４条の規定による許可申請の件」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番大村、木場２丁目の農地、地目畑、面積９．６０㎡。申請者は、記載のとおりです。

本件は、違反転用の簡易追認案件となります。

顛末書によると、昭和５０年に、申請者の父が倉庫を建築した際、一部農地が含まれてい

たもので、現在申請者が相続して倉庫敷地として使用しています。今回、申請者が産業廃棄

物収集運搬業の事業場として使用しようとしたところ、違反転用が判明したため、違反状態

を是正するため農地転用許可の申請を行ったとしています。

２月２日に土地の所有者から顛末書が提出されたことに伴い、２月２日に県に違反転用の

報告を行いました。県より、長崎県農地転用事務指針第４条の１（３）「簡易手続き相当の

違反案件の基準」のうち「③人為的なものであり、かつ２０年以上引き続き非農地である土

地」に該当するとの通知を、２月９日付けで受けています。
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追認する内容は、現状のまま倉庫敷地として使用するものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、現状のまま利用。雨水排水は南西側の水路へ放流。汚水、生活雑排水

は、倉庫のため発生しません。隣接する農地は、ありません。

資金については、現状のまま利用されるため必要ありません。

○議長

それでは、１番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

ここの場所は、農地が隠れていました、ということは分かりませんでした。農舎であると

思って見てましたけども、ここに農地があるということで。

20年以上経過しております。そういうことで、我々が見てきましたけども。周りは、も

う宅地になっておりますので、何ら支障はないと見て参りました。

よろしくご審議をお願いします。

○議長

１番大村について、ご質問等はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１番大村は、許可相当とします。

次に、６ページ。第３号議案「農地法第５条の規定による許可申請の件」の審議に入りま

す。

事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番大村、久原１丁目の農地、地目畑、面積３５３㎡。併用地として購入予定の雑種地を

含む全体面積は４１３㎡。申請者は、記載のとおりです。使用貸借権の設定です。

本件は、使用借人が自己住宅木造平屋建てを建築する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。



９

被害防除計画では、現状のまま利用。雨水排水は、南西側の水路へ放流。汚水生活雑排水

は、公共下水道へ接続するとしています。隣接する農地は、ありません。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、１番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

ただいま、事務局からご説明があったとおりでございます。

全員で現地の確認をいたしましたところ、排水・雨水、その他、周りに問題をかけるとこ

ろは何も見当たりませんでした。

皆様のご審議を、よろしくお願いいたします。

○議長

１番大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１番大村は、許可相当とします。

続いて、２番大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

２番大村、久原１丁目の農地、地目畑、面積３２４㎡。併用地として購入予定の宅地を含

む全体面積は７２１．８８㎡。申請者は、記載のとおりです。譲受人は、宅地建物取引業者

免許証を所持しています。契約は、売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地４区画を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高０．６８ｍ、擁壁を設けるとしています。盛土規

制法による許可申請が提出済である事を確認済です。雨水排水は、東側に側溝を新設し、南

東側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接する農

地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。



１０

○議長

それでは、２番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○大村地区委員

今、事務局から説明のとおりでございます。

補足説明ですけど、ここの農地は、もう作物は作ってなくて、年1回、草管理をされて

いる農地で。この奥が、この農地の方と一緒の所有者で、これを一緒に造成するということ

で申請が出されました。

周りに農地もなく、問題ないものと見て参りました。

皆様のご審議のほど、よろしくお願いします。

○議長

２番大村について、ご質問等はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

２番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、２番大村は、許可相当とします。

続いて、３番大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

３番大村、三城町の農地、地目畑、面積７３９㎡。申請者は、記載のとおりです。契約

は、贈与です。

本件は、受贈者が参拝者のための駐車場１０台分を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土最高０．４ｍ、盛土最高０．４ｍ、土留め工事を行うとしていま

す。雨水排水は、自然流下。汚水生活雑排水は、駐車場のため発生しません。隣接する農地

は、ありません。

資金については、預金通帳の写しを確認しています。

○議長

それでは、３番について、大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。



１１

○大村地区委員

今、説明があったとおりでございます。

申請地は、受贈者と贈与者宅の間に畑がありますが、そこが駐車場として使われる予定で

す。

周りの畑はなく、住宅地になっています。何も問題がないと思って、見て参りました。

ご審議をお願いします。

○議長

３番大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

それでは、お諮りします。

３番大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、３番大村は、許可相当とします。

続いて、４番西大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

４番西大村、古賀島町の農地、地目畑、面積２，７５５㎡。申請者は、記載のとおりで

す。譲受人は、宅地建物取引業者免許証を所持しています。契約は、売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地１０区画を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土最高０．２ｍ、盛土最高０．４ｍ、擁壁を設けるとしています。

雨水排水は、西側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は、公共下水道に接続するとしていま

す。隣接する農地は、南東側にあります。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、４番について、西大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○西大村地区委員

こちらも、23日に、地区の委員3名で現地を確認に行っております。

周りが、先ほど説明がありましたように、宅地と道路に囲まれて、一辺、南側が農地で、

今、人参を作ってあるんですけど、ここも譲渡人の土地ということで、特別問題ないだろう

ということで、見てきました。

皆さんのご審議をお願いします。



１２

○議長

４番西大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

４番西大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、４番西大村は、許可相当とします。

続いて、５番西大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

５番西大村、桜馬場１丁目の農地、地目畑、面積７３２㎡。申請者は、記載のとおりです。

契約は、売買です。

本件は、譲受人が賃貸アパート木造２階建てを建築する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高０．４５ｍ、擁壁を設けるとしています。雨水排

水は、東側の公衆用道路の側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしていま

す。隣接する農地は、南東側にあります。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、５番について、西大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○西大村地区委員

こちらも、23日に、地区の委員3名で現地を確認に行ってきたんですけど。

周りも、ほとんど宅地に囲まれて、排水部分も、１か所、農地が接してる部分がありまし

たけど、こちらも排水の問題は無いだろうというとで、委員で見てきました。

皆様の、ご審議をお願いします。

○議長

５番西大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞



１３

○議長

それでは、お諮りします。

５番西大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、５番西大村は、許可相当とします。

続いて、６番西大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

６番西大村、池田１丁目の農地、地目畑、面積２１㎡。併用地として購入予定の山林を含

む全体面積は２７７．４７㎡。申請者は、記載のとおりです。契約は、売買です。

本件は、譲受人が自己住宅木造２階建てを建築する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土最高０．０７ｍ、盛土最高０．２８ｍ、土留め工事を行うとして

います。雨水排水は、南西側の公衆用道路の側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接

続するとしています。隣接する農地は、北側にあります。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、６番について、西大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○西大村地区委員

これは、今、説明がありましたように、もう周りには農地はございません。裏に竹がちょ

っと生えてる所が見えますが、そこが一部あるだけで、農地はございませんので、何も問題

ないと見て参りました。

ご審議の方、よろしくお願いします。

○議長

６番西大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

６番西大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞



１４

○議長

異議なしということで、６番西大村は、許可相当とします。

続いて、７番西大村を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

７番西大村、雄ケ原町の農地、地目畑、合計面積９９２㎡。併用地として購入予定の宅地

を含む全体面積は１，７７１．８２㎡。申請者は、記載のとおりです。契約は、売買です。

本件は、譲受人が資材置場を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高０．４５ｍ、擁壁を設けるとしています。雨水排

水は、南東側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は、資材置場のため発生しません。隣接す

る農地は、ありません。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、７番について、西大村地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○西大村地区委員

今ご説明がありましたように、もう、周りには農地はございません。

何も問題ないと見て参りました。

よろしくお願いいたします。

○議長

７番西大村について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

７番西大村について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、７番西大村は、許可相当とします。

続いて、８番竹松を議題とします。ここで、お諮りします。８番竹松は、９番竹松と関連

がありますので、一括して審議することに、ご異議ありませんか。



１５

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、８番竹松及び９番竹松は、一括して審議することとします。そ

れでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局

８番竹松、富の原の農地、地目畑、面積９３３㎡。申請者は、記載のとおりです。契約

は、売買です。

９番竹松、富の原の農地、地目畑、面積９３３㎡。申請者は、記載のとおりです。契約

は、売買です。

本件は、３ページの報告第３号１番の報告のとおり、令和８年１月１５日付けで転用許可

を得たものについて、令和８年２月２０日付で取消承認を受け、今回の各譲受人が役員とな

っている会社の資材置場を整備して賃貸する計画で、改めて申請するものです。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土なし、擁壁を設けるとしています。雨水排水は、西側

の市有農道の側溝に放流。汚水生活雑排水は、資材置場のため発生しません。隣接する農地

は、ありません。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、８番及び９番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いし

ます。

○竹松地区委員

ただいま事務局から説明があったとおりでございまして、これは報告第3号で取り消し

が出ていた分でございます。譲受人が変わったということでございまして、計画自体は変わ

っておりません。資材置場ということでございます。

竹松地区、農業委員4名で現地を確認をしております。

隣接する農地はございません。また、雨水につきましては自然流下でございますが、取付

道路の方に側溝が入っておりまして、市道側溝に接続をされておりますので、雨水排水につ

いても何ら問題はないという風に、現地を見て参りました。

○議長

８番竹松及び９番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長



１６

それでは、お諮りします。

８番竹松及び９番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、８番竹松及び９番竹松は、許可相当とします。

続いて、１０番竹松を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１０番竹松、竹松本町の農地、地目畑、合計面積３５４．３６㎡。申請者は、記載のとお

りです。契約は、使用貸借権の設定です。

本件は、使用借人が自己住宅木造平屋建てを建築する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高０．３ｍ、擁壁を設けるとしています。雨水排水

は、浸透桝を設置。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接する農地

は、東側及び南側にあります。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、１０番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○竹松地区委員

今、事務局が説明されましたとおりですけど。周辺は宅地があって、ぽつんと農地があっ

たんですけども、その農地の一角に息子さんの家を建てるということであります。

残りの農地も、本人の農地でございますので、何ら問題ないと思います。

また、排水につきましても、浸透桝を3か所ほど設けておりますので、地下に。大雨が

降らない限り大丈夫かなと思っております。

ご審議をお願いします。

○議長

１０番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１０番竹松について、ご異議はありませんか。



１７

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１０番竹松は、許可相当とします。

続いて、１１番竹松を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１１番竹松、小路口町の農地、地目畑、合計面積３，３６２㎡。申請者は、記載のとおり

です。譲受人は、宅地建物取引業者免許証を所持しています。契約は、売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地１１区画を造成する計画です。本計画の土地造成は、開発許可

申請が提出されています。盛土規制法による宅地造成等工事規制区域内の０．５ｍを超える

盛土となりますが、みなし許可となるため盛土許可申請は不要となります。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高１．１５ｍ、擁壁を設けるとしています。雨水排

水は、北側及び西側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしていま

す。隣接する農地は、東側にあります。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、１１番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○竹松地区委員

今、事務局が説明されましたとおりですけど、周辺は市道に囲まれて、奥の畑につきまし

ては、一段上がっておりますので、そこに水が流れ込むということはないと思います。

また、水路がありますけど、水路の手前に赤道がありますので、そこに水が入るというこ

とも無いようでございます。

ご審議願います。

○議長

１１番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１１番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞



１８

○議長

異議なしということで、１１番竹松は、許可相当とします。

続いて、１２番竹松を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１２番竹松、大川田町の農地、地目畑、合計面積３，７００㎡。申請者は、記載のとおり

です。譲受人は、宅地建物取引業者免許証を所持しています。契約は、売買です。

本件は、譲受人が分譲宅地１２区画を造成する計画です。本計画の土地造成は、開発許可

申請が提出されています。盛土規制法による宅地造成等工事規制区域内の０．５ｍを超える

盛土となりますが、みなし許可となるため盛土許可申請は不要となります。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。

被害防除計画では、切土なし、盛土最高１．１５ｍ、擁壁を設けるとしています。雨水排

水は、南側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接

する農地は、西側にあります。

資金については、預金残高証明書及び融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、１２番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○竹松地区委員

2２日に、4人で現地確認して参りました。

先ほど事務局から説明がありましたとおり、隣接する農地があるんですけれども、これ

は、１段擁壁を設けてちょっと高くなっていますので、特に問題はないかと思います。もう

1つ、南側は次の１３番の譲渡人の農地で、何ら問題はないかと思われます。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

○議長

１２番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

○委員

この畑があるのは、西側じゃないですか。西側は、日陰は大丈夫なんですか。

○議長

緩衝地はあるんですか。

○竹松地区委員

無い。



１９

○議長

今、作付は。

○竹松地区委員

しておられる。

○議長

建物の高さの制限はありますか。

○事務局

無い。

○事務局

事務局も現地確認いたしたんですが、南側については、特に建物もなく、市道が走ってる

ということで、季節にもよるんですが、昼間の日照は十分確保されているのではないかとい

うことで見て参りました。

○議長

西側の土地の所有者はどなたですか。

○竹松地区委員

次の案件の、１３番の方が。

本人に現地で会ったけど、何も言われなかった。

○議長

隣の農地の所有者の方も、一応、この開発の事に関しては、納得はされているようですけ

ど。2筆残るんですかね。

○竹松地区委員

一部は、次で、使用貸人が息子さんに。

○議長

農地はなくなるっていうことですか。

○竹松地区委員

一部残る。

○議長

１３番の使用貸人のご親族が作っておられるということですよね。西側残地。
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○竹松地区委員

本人さんが作っておられる。

○議長

西側の残地の農地の方も、一応は、承諾というか。

○委員

写真では作物を作ってある。

○議長

今も、作っておられるようですね。

結局、12番では東側からの今回の申請で、次の13番ではその農地の本人さんが２筆の

申請。西側から。

１２番については、申請代理人に、「隣接農地の所有者に同意を得ているか」という確認を

今から取ります。

○事務局

只今、事務局から申請代理人を通じて、状況確認をさせていただきました。

隣接地の農地所有者に対して、１２番の開発についてのご説明を差し上げて、「特段、日

照等について支障があるという具体的な話は出ていない」ということでございました。

○議長

それでは他に何か皆様から12番について、ご意見ご質問ありませんか。

それでは、お諮りします。

１２番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１２番竹松は、許可相当とします。

続いて、１３番竹松を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１３番竹松、大川田町の農地、地目畑、面積３３５㎡。申請者は、記載のとおりです。契

約は、賃貸借権の設定です。

本件は、賃借人が自己住宅木造平屋建てを建築する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内、農振外

の第３種農地です。
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被害防除計画では、切土なし、盛土最高０．２ｍ、土留め工事を行うとしています。雨水

排水は、西側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣

接する農地は、東側及び南側にあります。

資金については、融資証明書を確認しています。

○議長

それでは、１３番について、竹松地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○竹松地区委員

今、事務局の方からご説明がありましたが、先ほどの案件に隣接する農地の一部を転用す

るものでございます。

譲渡人はお父様でございまして、隣接する農地が、東側・南側にありますが、これは譲渡

人の農地でございます。

隣接する市道に雨水の排水ということでございますので、また、隣接する農地は、譲渡人

以外の農地はございませんので、何ら問題はないという風に判断をしております。

以上、ご審議、よろしくお願いいたします。

○議長

１３番竹松について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１３番竹松について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１３番竹松は、許可相当とします。

続いて、１４番福重を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１４番福重、今富町の農地、地目畑、面積５１０㎡。併用地として購入予定の宅地を含む

全体面積は９８３．３７㎡。申請者は、記載のとおりです。譲受人は、宅地建物取引業者免

許証を所持しています。契約は、売買です。

本件は、譲受人が特定建築条件付分譲宅地３区画を造成する計画です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内白地、農

振内農用地外の第２種農地です。

被害防除計画では、切土最高０．９ｍ、盛土なし、擁壁を設けるとしています。雨水排水
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は、北側の市道側溝へ放流。汚水生活雑排水は公共下水道に接続するとしています。隣接す

る農地は、東側にあります。

資金については、預金残高証明書を確認しています。

○議長

それでは、１４番について、福重地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○福重地区委員

２４日に、福重地区の全員で見て参りました。

タブレットの写真のとおり、撮影時には業者の解体工事用のトラック・パワーショベル等

が入った写真が付いてますが、２４日には、もうその作業も完全に終わったというところで

の確認です。

申請地自体は、もう10年～15年は耕作されてないような、草刈程度の管理でやられて

いた土地になります。

隣接の畑に対する日当たり等の問題もなく、西側からの写真の「水」と書いてある所、そ

こをきちんと排水用の側溝が通っており、雨水排水等の心配も、土砂流出も心配はないとい

う風に、皆で見て参りました。

審議のほど、よろしくお願いします。

○議長

１４番福重について、何かご意見、ご質問はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１４番福重について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１４番福重は、許可相当とします。

次に、９ページ。第４号議案「農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請の件」

を議題とします。事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番福重、福重町の農地、地目田、合計面積１，１９３．６３㎡。申請者は、記載のとお

りです。契約は賃貸借権の設定です。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。地区の指定は、都市計画区域内白地、農

振内農用地外の第２種農地です。
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本件は、当初、賃借人の大村市が令和５年７月１４日付けの転用許可を受け、福重小学校

校舎改築に伴い、工事車両の進入路が必要なため、仮設道路として一時転用し、令和５年１

０月から２年６カ月で原状復帰する計画でしたが、工事期間が延長となったため、一時転用

の期間を３年間に延長する計画変更承認申請です。

○議長

それでは、１番について、福重地区農業委員・推進委員から補足説明をお願いします。

○福重地区委員

今、説明があった点につきましては、説明どおりでございます。

令和5年に、既にもう許可が下りた所が期間延長というだけの問題でございますので、

問題なしと見て参りました。

○議長

１番福重について、ご質問等はありませんか。

＜質疑なし＞

○議長

それでは、お諮りします。

１番福重について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

異議なしということで、１番福重は、許可相当とします。

次に、１０ページ。第５号議案「非農地証明願承認について」を議題とします。次の１番

鈴田の中で、「農業委員会等に関する法律」第31条の規定による議事参与の制限に該当す

る委員がおられます。該当する委員の退室をお願いします。

＜該当委員 退室＞

○議長

それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局

１番鈴田、岩松町の農地、地目田、合計面積７６６．７４㎡、申出人及び利用者は、記載

のとおりです。

２番鈴田、岩松町の農地、地目田、合計面積８４５．９７㎡、申出人及び利用者は、記載

のとおりです。
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３番鈴田、岩松町の農地、地目田、合計面積２７１．５４㎡、申出人及び利用者は、記載

のとおりです。

４番鈴田、岩松町の農地、地目田、合計面積２５６．０２㎡、申出人及び利用者は、記載

のとおりです。

５番鈴田、岩松町の農地、地目田、合計面積１３０．６５㎡、申出人及び利用者は、記載

のとおりです。

申出書によると、５件とも、西九州新幹線で使用した工事用道路を改修して農業用道路と

しての使用及び雨水等の排水路を設置するとしています。

場所は、タブレットの付近状況図のとおりです。農振内農用地の農地です。

事務局も、ここ数年間ずっと、新幹線の進捗状況を現場確認して参りました。そういった

中で、地元の農家様方から、お会いする度にお話を伺っております。この、工事用の道路で

拡幅した所とか増設した所ですね、今後の営農について、かなり利便性が高まるということ

で、何とか残してもらえないだろうかというお声が、地元の農業委員様方にも届いているか

と思います。そういったことで、鉄道工事を請け負われた業者が、全て、道路にした部分、

法面を含めて、分筆を行いまして。許可不要案件ですので、もう一旦転用したという場所に

なりますので、原状復帰の義務がございません。そういったことで、地権者の同意が得られ

た部分については、本総会の承認を得られれば、非農地として地目を変えることができると

いうことになっております。

そういったことで、以上、非農地5件のご審議の方お願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

○議長

それでは、１番から５番について、鈴田地区農業委員・推進委員、補足説明をお願いしま

す。

○鈴田地区委員

これは、見てのとおり、新幹線の作業道路です。元々は。それを残してもらった。

ここには道がなかった所ですから、非常に、ここの農地の方は助かると思います。

○議長

それでは、非農地通知の件について、皆様から何か、ご意見、ご質問ありませんでしょう

か。

それでは、お諮りします。

第５号議案について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、第５号議案は、承認することといたします。
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ここで、該当する委員の入室を許可します。

＜該当委員 入室＞

○議長

ここで、１０分間休憩します。１５時４５分に再開します。

休憩 １５：３５

再開 １５：４５

○議長

再開いたします。

１１ページ。第６号議案「農地中間管理事業による農用地利用集積等促進計画作成の件」

を議題とします。

それでは、事務局から説明をお願いします。

○事務局

促進計画は貸付申込者と借入申込者と農地中間管理事業の公益財団法人長崎県農業振興公

社の原則3者契約となります。

本議案は、１９件の集積配分計画となります。

１番鈴田。利用権を設定する農地は、大里町の農地、面積１，６２３㎡。借入申込者は、

みかんを計画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

２番鈴田。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、水稲を計画され

ています。設定する利用権は記載のとおりです。

３番鈴田。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、じゃがいもを計

画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

４番鈴田。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、水稲を計画され

ています。設定する利用権は記載のとおりです。

５番鈴田。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、きゅうりを計画

されています。設定する利用権は記載のとおりです。

６番鈴田から８番鈴田。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、じ

ゃがいも・水稲・いちごを計画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

９番大村。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、みかんを計画さ

れています。設定する利用権は記載のとおりです。

１０番大村。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、みかんを計画

されています。設定する利用権は記載のとおりです。

１１番西大村。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、トマトを計

画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

１２番萱瀬。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、水稲を計画さ
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れています。設定する利用権は記載のとおりです。

１３番萱瀬。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、きゅうりを計

画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

１４番竹松から１６番竹松。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、

じゃがいもを計画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

１７番福重。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、ブルーベリー

を計画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

１８番松原から１９番松原。利用権を設定する農地は、記載のとおりです。借入申込者は、

茶を計画されています。設定する利用権は記載のとおりです。

本件の２月の促進計画面積は合計欄に記載のとおりです。

以上、当該議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第５項各号の要件を満

たしているものと考えられます。

○議長

それでは、第６号議案について、ご質問等ありませんか。

それでは、お諮りします。

第６号議案について、ご異議はありませんか。

＜異議なし＞

○議長

ご異議がありませんので、第６号議案は計画のとおり要請することとします。

それでは以上をもちまして、本日の議事を終了します。


